
弊社では、「旅客自動車運送事業運輸規則第 47 条の 7 第 1 項の規定に基づき旅客自動車運送 

事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」により貸切バス運転者への初任教育を次の

通り実施しております。 

 

 

【実技訓練対象者】 

１．新たに入社した貸切バスの運転者 

２．直近 1 年間に乗務経験のない車種区分の貸切バスを運転する者 

なお、それまで運転していた車種よりも小型の車種を運転する場合には、この限りでは

ない 

 

【研修期間】 

１．運転者として選任する前までに 30 時間以上（座学 10 時間以上、実技 20 時間以上）実

施 

 

【車種区分】 

１．大型車（車両の長さ 9 メートル以上又は旅客席数 50 人以上） 

２．中型車（大型車、小型車、コミューター車以外） 

３．小型車（車両の長さ 6 メートル以上 8 メートル以下で、かつ旅客席数 33 人以下） 

４．コミューター車（車両の長さ 6 メートル未満で、かつ旅客席数 14 人以下） 

 

【運転者実技訓練教育の概要】 

１．初任運転者に対して 20 時間以上の実技訓練を実施し、初任運転者の技量を確保 

２．ドライブレコーダーで記録された映像等を活用し指導監督を実施 

 

【実技訓練】 

１．初任運転者本人が運転し、指導者が添乗して指導 

２．実際に運行する経路を踏まえ、市街地、坂道、高速道路等において実施 

３．日中だけでなく、夜間の運転についても実施 

 

【実技のポイント】 

１．車両の構造や特性に合わせた運転操作 

２．道路、路面の状態、交通状況に応じた運転操作、安全な距離の維持、狭路、狭路での離

合、合流地点、急勾配対応、ブレーキ操作等 

３．危険の予測及び回避の方法、危険となる箇所への注意意識、回避するための事前準備操

作等 

４．バス運転者としてのマナー、乗降扱い、駐車方法、譲り合い等 

 

【初任運転者座学教育の概要】 

１．座学教育については安全統括管理者、運行管理者及び整備管理者が実施 

２．初任運転者に対して 10 時間以上の座学を実施し、事業用自動車の運転者としての遵守す

べき事項を学ぶ 

３．ドライブレコーダーで記録された映像を活用し、客観的に癖や危険個所を確認しながら 

運転是正 

 



【座学指導内容】 

１．事業用自動車を運転する場合の心構え 

２．事業用自動車の運行の安全旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 

３．事業用自動車の構造上の特性 

４．乗車中の旅客の安全を確保するため留意すべき事項 

５．旅客が乗降する時の安全の確保するために留意すべき事項 

６．運行路線・経路における道路および交通の状況 

７．危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 

８．運転者の適正に応じた安全運転（適正診断結果を用いた指導） 

９．交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 

10．健康管理の重要性 

11．安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 

12．ドライブレコーダー映像を用いた指導 

 

 

 

 

 


